
 

令和４年１月７日  

 

関係団体の長 様 

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長  

 

 

イベント開催等における感染防止安全計画等に係る運用の一部変更

について 

 

 

平素から本県の感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

標記について、令和３年１１月２５日付け岐阜県新型コロナウイルス感染症

対策本部長「イベント開催等における感染防止安全計画等について（依頼）」

において依頼したところですが、この度、令和３年１２月２２日付け内閣官房

新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡等を受け、別添新旧対照表の

とおり、イベント開催等における感染防止安全計画等に係る運用の一部を変更

します。 

つきましては、所属事業者の皆様等に対し周知いただき、引き続きイベント

開催時の適切な対応にご協力をお願いします。 

 

記 

 

〇岐阜県公式ホームページＵＲＬ 

・イベント開催等における感染防止安全計画等について 

<https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/161193.html> 

 

・【県民・事業者の皆さまへ】「コロナ社会を生き抜く行動指針」について 

<https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html> 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/161193.html
%3chttps:/www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
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イベント開催等における感染防止安全計画等について 新旧対照表 
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 令和４年１月６日 

 

イベント等に係る当面の開催方針について 

 

 現在、オミクロン株による感染拡大「第６波」の入口に立ってい

るとの認識のもと、１月１６日(日)までの間、以下の方針に基づき、

慎重に各種イベント等を開催することする。 

 

 〇参加者の「マスク着用」、「手指衛生」を徹底。 

 〇人と人との距離（できるだけ２ｍ。最低１ｍ）を確保するため、

収容定員の半分程度に参加人数を制限するなど「密を回避」。 

 〇会場内は、｢こまめな換気｣を徹底。 

 〇体調不良時は出席しないよう、事前に参加者に周知・徹底。 

 〇開催時間は可能な限り短縮を検討。 

 〇立食形式から持ち帰り形式に見直すなど、飲食機会を回避。 

 〇会場内で大声を出さないよう徹底。 

 〇イベント毎に感染防止対策担当者（ぎふコロナガード）を選定

し、上記内容を実施・徹底 


